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表紙

第100回

定時株主総会

招 集 ご 通 知
　

開催日時

2025年６月27日（金曜日）

午前10時 受付開始 午前９時

開催場所

広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の６

当社　瀬戸田工場内ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

会社法の改正による電子提供制度の施行(2022年９月１

日)に伴い、株主総会資料の提供は、ご郵送からウェブ

サイトへの掲示に変更となりました。ただし当社では、

株主様の混乱を避けご不便の無いようにといった観点か

ら、当面は書面交付請求の有無に関わらず、一律に従前

どおり書面でお届けしております。

●株主総会当日ご出席の株主様へのお土産は、とりやめ

ております。

●当日ご出席いただいた際にサポートが必要な株主様

は、会場スタッフへお声がけください。

●インターネットまたは書面（郵送）による

議決権行使期限

2025年６月26日（木曜日）午後５時まで

　

証券コード：7018
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株主各位

証券コード　7018

2025年６月10日

株 主 各 位
広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の6

取締役社長 寺 尾 弘 志

【当社ウェブサイト】　　https://www.naikaizosen.co.jp/ir/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第100回定時株主総会招集ご通知

　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「ＩＲ情報」をご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「内海造船」又は
「コード」に当社証券コード「7018」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月26日（木曜日）
午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び
「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限ま
でにご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日　時 2025年６月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場　所 広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の６

当社　瀬戸田工場内ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第100期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第100期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

４． 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の
表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有
効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ
ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

     

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証
ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対してお送りする書面には記載しておりません。
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査
人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であり
ます。

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の
運用状況の概要」

②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事
項から上記事項を除いたものを記載した書面をお送りいたします。

記

以　上

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案に対
する賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2025年６月27日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前9時）

2025年６月26日（木曜日）

午後５時00分入力完了分まで
2025年６月26日（木曜日）

午後５時00分到着分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対の場合 「否」の欄に〇印

第２・第３号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対の場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」

を入力しクリックしてください。
2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

－ 4 －
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当事業年度の事業の状況

( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益は堅調に推移し、高い水準の賃上げ等の効果
もあって名目賃金は増加したものの、円安の進行による輸入物価上昇、米等の食料価格の高騰等
により実質賃金はマイナスとなっており、個人消費は力強さを欠いた状態が続いております。
　世界経済については、米国の通商政策をはじめとする政策の動向、ウクライナ情勢の長期化の
動向を注視する必要がある状況です。
　新造船市場におきましては、これまでの重油に代わる新燃料を造船所、船主ともに検討を進め
ているところでありますが、その調達方法など具体的な方針が定まっていないことから、特に中
小の船主におきましては、様子見の状況が続いております。また資機材価格及び人件費の値上が
りに伴い製造コストは上昇し高船価化している一方で、運賃、用船料の水準が折り合わないこと
や、造船各社の期近な船台が埋まっていることから対象納期が３年以上先となるような先物も多
くなっており、船主側に発注を控える動きがみられております。収益面については、新造船にお
いては売上対象隻数が２隻減少（1５隻→1３隻）したこと、船種の違い、各船の決算日における
工事進捗度が異なることにより前連結会計年度に比べ減収となりました。
　改修船事業におきましては、前連結会計年度に改造船工事、大口の修繕工事の完工があったこ
とから反動減となり減収となりました。
　このような状況のもと、同型船の連続建造におきまして、２工場（瀬戸田工場、因島工場）体
制の強みを活かしたより効率的な生産性向上の取組みに加え、資機材費の削減については、全社
を挙げてコストダウンを徹底して行ない、新分野のLNG燃料フェリー、輸送船など５隻を引き渡
しました。また、受注につきましては、外航貨物船を中心に、豊富な建造実績のあるフェリーを
受注することに努めた結果、新造船８隻（一般貨物船、フェリー、ロールオン／ロールオフ型貨
物船（ＲＯＲＯ船））を受注しました。
　これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は446億48百万円（前年度比
3.7％減）、営業利益は14億15百万円（前年度比55.5％減）、経常利益は11億77百万円（前年度
比61.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は10億17百万円（前年度比55.0％減）となりま
した。
　なお、当社グループは、地球環境問題が企業の社会的責任として重要であることを十分に認識
し、環境性能を踏まえた船舶の技術開発・設計を進めるとともに、事業活動をとおして環境保
全、省エネルギー、リサイクル等の環境負荷低減に取り組んでおります。

－ 5 －
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当事業年度の事業の状況

企業集団の概況
（単位：百万円）

区 分 当連結会計年度 前連結会計年度 比　　較 当 連 結 会 計 年 度 の 隻 数

受

注

高

船

舶

事

業

新   造   船 42,454 60,230 △17,776 8隻

改   修   船 5,193 3,591 1,602 65隻

そ   の   他 337 390 △52

そ
の
他

陸     上 423 313 109

サ ー ビ ス 116 111 5

合 計 48,525 64,637 △16,112

受

注

残

高

船

舶

事

業

新 造 船 98,518 96,273 2,244 25隻

改 修 船 1,979 348 1,631 8隻

そ の 他 0 － 0

そ
の
他

陸 上 21 20 0

サ ー ビ ス － － －

合 計 100,519 96,642 3,876

売

上

高

船

舶

事

業

新 造 船 40,209 40,909 △699 13隻

改 修 船 3,562 4,647 △1,084 64隻

そ の 他 337 390 △52

そ
の
他

陸 上 422 324 98

サ ー ビ ス 116 111 5

合 計 44,648 46,383 △1,734

損

益

営 業 利 益 1,415 3,183 △1,767

経 常 利 益 1,177 3,088 △1,910

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,017 2,261 △1,243

　営業成績につきましては、以下の表のとおりとなりました。

（注）比較欄の△は減少を示しております。

－ 6 －
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当事業年度の事業の状況

当社の概況 （単位：百万円）

区 分 当 事 業 年 度 前 事 業 年 度 比　　較 当 事 業 年 度 の 隻 数

受

注

高

新 造 船 42,454 60,230 △17,776 8隻

改 修 船 5,193 3,591 1,602 65隻

そ の 他 335 372 △36

合 計 47,983 64,194 △16,210

受

注

残

高

新 造 船 98,518 96,273 2,244 25隻

改 修 船 1,979 348 1,631 8隻

そ の 他 0 0 －

合 計 100,497 96,621 3,875

売

上

高

新 造 船 40,209 40,909 △699 13隻

改 修 船 3,562 4,647 △1,084 64隻

そ の 他 335 372 △37

合 計 44,108 45,930 △1,821

損

益

営 業 利 益 1,399 3,165 △1,765

経 常 利 益 1,164 3,072 △1,908

当 期 純 利 益 1,012 2,253 △1,240

（注）比較欄の△は減少を示しております。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は、1,479百万円であり、その主なものは、

次のとおりであります。

　・生産性向上を目指した設備更新等

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。

－ 7 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 2021年度 2022年度 2023年度
2024年度

(当連結会計年度)

受注高（百万円） 55,548 50,538 64,637 48,525

売上高（百万円） 33,035 37,617 46,383 44,648

経常利益（百万円） 423 638 3,088 1,177

親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）

143 737 2,261 1,017

１株当たり当期純利益（円） 84.49 435.07 1,333.94 600.56

総資産（百万円） 36,807 40,204 43,819 42,486

純資産（百万円） 6,792 7,429 9,744 10,857

区 分 2021年度 2022年度 2023年度
2024年度

(当事業年度)

受注高（百万円） 55,048 50,020 64,194 47,983

売上高（百万円） 32,532 37,123 45,930 44,108

経常利益（百万円） 403 628 3,072 1,164

当期純利益（百万円） 129 733 2,253 1,012

１株当たり当期純利益（円） 76.15 432.42 1,329.27 597.20

総資産（百万円） 36,519 40,000 43,563 42,136

純資産（百万円） 6,870 7,498 9,779 10,631

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資本金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

内海エンジニアリング
株式会社

50百万円 100％

土木建設
太陽光発電システムの設置
ホテル・レストランの経営
ギフトショップの経営
当社の顧客施設の管理・運営の請負

(3) 重要な親会社及び子会社の状況(2025年３月31日現在)

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

　　②　重要な子会社の状況
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題

　当社は「技術と誠意で社会に役立つ価値を創造し豊かな未来に貢献する」を企業理念とし、ま

た「グローバルな生存競争時代を勝ち抜き、国内船建造シェアのさらなる拡大により造船業界の

オールラウンダーとしての地位を確固たるものにしていく」ことを目標として掲げております。

　当社の今後の事業環境におきましては、資機材価格の値上がりが続いておりますが、生産性の

向上、固定費の削減に努め、収益を確保する所存であります。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、次の７項目を最重要課題として、取

り組んでまいります。

１. 環境規制及び顧客ニーズに対応する多種多様な船種船型の開発・営業・製造（プロダクト

ミックス)の推進

２. 戦略的な資材費対策と固定費の削減

３. 受注一貫体制（営業・設計・調達・現業）によるコスト競争力の強化とリスク管理の徹底

４. 内部統制及びコンプライアンス（法令遵守）体制の強化

５. 戦略的な人材採用による若手技術者・技能者の確保と教育の実施

６. 省エネ・環境保護活動の推進

７. 働き方改革の推進及び安全かつ魅力的な職場環境の構築

　これらを当社グループが一丸となって実行し、業績の向上に最大限の努力を続ける所存であり

ます。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

部 門 営 業 品 目

船 舶 事 業

新 造 船
プロダクトキャリア、自動車運搬船、RORO船、コンテナ船、タンカー、
ケミカル船、液化ガス運搬船、冷蔵運搬船、貨物船、フェリー、旅客船、
貨客船、作業船、調査船、艦艇、巡視船、実習船、漁船等の建造

改 修 船 各種船舶、艦艇の改造・修理

そ の 他
鉄鋼構造物の加工・製作
研掃材の製造販売、救命筏の修理等

そ の 他

陸 上 事 業 土木建設、太陽光発電システムの設置

サービス事業
ホテル・レストランの経営
ギフトショップの経営

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 広 島 県 尾 道 市

東 京 支 社 東 京 都 品 川 区

大 阪 支 社 大 阪 府 吹 田 市

瀬 戸 田 工 場 広 島 県 尾 道 市

因 島 工 場 広 島 県 尾 道 市

会 社 名 名 称 所 在 地

内 海 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 本 社 広 島 県 尾 道 市

(6) 主要な事業所及び工場（2025年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

②　子会社の主要な事業所
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従業員の状況、主要な借入先及び借入額の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

606名 22名減

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

555名 20名減 41.5歳 15.7年

(7) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数を記載しております。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数を記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 広 島 銀 行 2,789百万円

株 式 会 社 も み じ 銀 行 1,438百万円

株 式 会 社 中 国 銀 行 1,151百万円

(8) 主要な借入先及び借入額の状況（2025年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 8,000,000株

②　発行済株式の総数 1,694,788株

（自己株式　558,212株を除く）

③　単元株式数 100株

④　株主数 1,428名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

カ ナ デ ビ ア 株 式 会 社 667,300株 39.37％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 101,799株 6.00％

株 式 会 社 広 島 銀 行 84,400株 4.97％

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ 59,900株 3.53％

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 40,100株 2.36％

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 38,000株 2.24％

早 川 直 希 30,000株 1.77％

二 神 　 勇 27,600株 1.62％

中 村 英 生 20,800株 1.22％

内 海 造 船 職 員 持 株 会 20,357株 1.20％

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2025年３月31日現在）

⑤　大株主（上位10名）

 (注) １．当社は、自己株式　558,212株を保有しておりますが､ 上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

３．カナデビア株式会社は、旧日立造船株式会社です。

⑥　その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 寺 尾 弘 志

取 締 役
相 談 役 原 　 耕 作

取 締 役 岡 野 修 覚
常務執行役員
修繕船事業部長

取 締 役 柳 瀬 純 一
常務執行役員
営業本部長

取 締 役 岡 野 行 孝
常務執行役員
新造船事業本部長
兼 知財管理室 担当役員 兼 知財管理室長

取 締 役 宮 崎 　 寛
カナデビア株式会社 執行役員
企画管理本部 経営企画部長

取 締 役 若 野 晃 一

取 締 役 亀 﨑 一 彦

常 勤 監 査 役 田 坂 光 宏

監 査 役 越 智 　 宗

監 査 役 田 中 博 志
株式会社広島銀行 常務執行役員
東部統括本部長

監 査 役 松 野 文 則

氏　　名 異動前 異動後 異動年月日

寺尾弘志

取締役 常務執行役員

新造船事業本部長

兼 知財プロジェクト対策室 担当役員

兼 知財プロジェクト対策室長

代表取締役

取締役社長
2024年6月21日

(2) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

(注) １. 取締役 宮崎 寛氏、若野晃一氏及び亀﨑一彦氏は、社外取締役であります。また、若野晃一氏及び
亀﨑一彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２. 監査役 田中博志氏及び松野文則氏は、社外監査役であります。
３. 監査役 越智 宗氏は、当社の財務及び会計業務に長年携わり、同業務に関する相当程度の知見を有し

ております。
４. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりです。

・当事業年度中の取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。
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会社役員の状況

氏　　名 異動前 異動後 異動年月日

原　耕作
代表取締役

取締役社長

取締役

相談役
2024年6月21日

岡野行孝

取締役 常務執行役員
新造船事業本部長
兼 設計本部長 兼 詳細設計部長
兼 知財プロジェクト対策室 担当役員

取締役 常務執行役員
新造船事業本部長
兼 知財管理室 担当役員
兼 知財管理室長

2024年8月１日

区　分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

対象となる
役員の員数

基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

125百万円
(8百万円)

125百万円
(8百万円)

―
(―)

―
(―)

7名
(2名)

監 査 役
（うち社外監査役）

29百万円
(4百万円)

29百万円
(4百万円)

―
(―)

―
(―)

4名
(2名)

合 計
（うち社外役員）

155百万円
(13百万円)

155百万円
(13百万円)

―
(―)

―
(―)

11名
(4名)

②　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料

を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作

為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等

が塡補されることとなります。

③　取締役及び監査役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役１名を除いております。
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会社役員の状況

ロ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2005年６月29日開催の第80回定時株主総会において年額１億80

百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総

会終結時点の取締役の員数は、13名（うち、社外取締役は１名）です。

監査役の報酬限度額は、1997年６月27日開催の第72回定時株主総会において年額30百万

円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。

ハ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する決定方針

１. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する決定方針の決定方法

当社は、2021年２月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に

係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容につ

いて独立社外取締役へ諮問し、答申を受けております。

２. 決定方針の内容の概要

当社の取締役の報酬は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄

与するために、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準と

することを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬と

しての基本報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役についても、その職務に鑑み

基本報酬のみを支払うこととします。

ａ．基本報酬(金銭報酬)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じ

て他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し

て決定するものとしています。

ｂ．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等

該当なし

ｃ．報酬等の割合

固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとします。

ｄ．報酬等の決定の委任に関する事項

取締役の金銭報酬については、代表取締役に個人別の具体的な内容の決定を委任

することにしています。個人別の報酬を決定するに際しては、報酬水準の妥当性

及び業績評価の透明性を確保する観点から、その原案を独立社外取締役に諮問し

たうえで、その具体的内容を決定するものとしています。
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会社役員の状況

地 位 氏 名
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 宮 崎 　 寛

当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く｡)16回のうち13回
に出席いたしました。取締役会では、豊富な経験と幅広い知識
に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求
められる役割・責務を十分に発揮しております。

取 締 役 若 野 晃 一

当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く｡)16回のうち15回
に出席いたしました。取締役会では、主に造船業における専門
的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、
客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監
督機能に関わっております。

取 締 役 亀 﨑 一 彦

当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く｡)16回のうち15回
に出席いたしました。取締役会では、主に造船業における専門
的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、
客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監
督機能に関わっております。

３. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締

役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で

決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの答申が尊重されてい

ることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ニ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度におきましては、取締役会は、代表取締役 取締役社長 寺尾弘志氏に対し各取

締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案

しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役 取締役社長が適していると

判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、報酬水準の妥当性及

び業績評価の透明性を確保する観点から、事前に独立社外取締役がその妥当性等について確

認しております。

④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・　取締役 宮崎 寛氏は、カナデビア株式会社（旧日立造船株式会社）の執行役員 企画管
理本部 経営企画部長であります。同社は当社の特定関係事業者に該当します。

・　監査役 田中博志氏は、株式会社広島銀行の常務執行役員 東部統括本部長であります。
同行は当社の主要な借入先であります。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・社外取締役
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会社役員の状況

地 位 氏 名 出席状況及び発言状況

監 査 役 田 中 博 志

当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く｡)16回のうち14回
に出席し、また監査役会8回全てに出席しております。豊富な
経験と知見に基づき、取締役会において経営全般にわたって発
言を行い、監査役会においては業務の適正化の観点から監査業
務全般について発言を行っております。

監 査 役 松 野 文 則

当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く｡)16回のうち15回
に出席し、また監査役会8回全てに出席しております。豊富な
経験と知見に基づき、取締役会において経営全般にわたって発
言を行い、監査役会においては業務の適正化の観点から監査業
務全般について発言を行っております。

・社外監査役

ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役ならびに各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、

会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
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会計監査人の状況

区 分 支 払 額

当社が支払うべき報酬等の額 31百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31百万円

(3) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等

の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監

査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監

査人の報酬等について同意を行っております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し

た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理

由を報告いたします。
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会社の支配に関する基本方針

(4) 会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

［ご参考］本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
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連結貸借対照表

（2025年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 百万円 負 債 の 部 百万円

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

商 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

退 職 給 付 に 係 る 資 産

そ の 他
　

28,451

4,702

20,008

1

560

254

591

1,666

680

△15

14,035

11,758

1,840

1,626

3,099

451

4,656

83

50

2,226

1,014

16

639

557
　

流 動 負 債 26,398

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,212

電 子 記 録 債 務 1,812

短 期 借 入 金 3,055

未 払 費 用 1,133

未 払 法 人 税 等 36

契 約 負 債 13,865

船 舶 保 証 工 事 引 当 金 496

工 事 損 失 引 当 金 1,237

そ の 他 549

固 定 負 債 5,230

長 期 借 入 金 2,625

繰 延 税 金 負 債 283

再評価に係る繰延税金負債 825

退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,410

資 産 除 去 債 務 75

そ の 他 10

負 債 合 計 31,629

純 資 産 の 部
株 主 資 本 9,016

資 本 金 1,200

資 本 剰 余 金 672

利 益 剰 余 金 9,161

自 己 株 式 △2,018

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,841

その他有価証券評価差額金 207

土 地 再 評 価 差 額 金 1,561

退職給付に係る調整累計額 72

純 資 産 合 計 10,857

資 産 合 計 42,486 負 債 ・ 純 資 産 合 計 42,486

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

科 目 金 額

百万円

売 上 高 44,648

売 上 原 価 42,007

売 上 総 利 益 2,640

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,225

営 業 利 益 1,415

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 40

投 資 有 価 証 券 売 却 益 18

受 取 賃 貸 料 19

そ の 他 7 85

営 業 外 費 用

支 払 利 息 81

支 払 保 証 料 121

資 金 調 達 費 用 19

為 替 差 損 81

そ の 他 19 322

経 常 利 益 1,177

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14

減 損 損 失 18 33

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,144

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 115

法 人 税 等 調 整 額 11 126

当 期 純 利 益 1,017

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,017

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2025年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 百万円 負 債 の 部 百万円

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

船 舶

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

そ の 他
　

28,154

4,501

2,808

17,135

549

235

591

122

1,666

558

△14

13,981

11,718

1,830

1,624

3,019

17

35

450

4,656

83

48

38

10

2,214

1,014

100

0

16

526

556
　

流 動 負 債 26,328

電 子 記 録 債 務 1,809

買 掛 金 4,161

短 期 借 入 金 3,055

未 払 費 用 1,130

未 払 法 人 税 等 33

契 約 負 債 13,865

船 舶 保 証 工 事 引 当 金 496

工 事 損 失 引 当 金 1,237

設 備 関 係 電 子 記 録 債 務 54

設 備 関 係 未 払 金 363

そ の 他 121

固 定 負 債 5,175

長 期 借 入 金 2,625

繰 延 税 金 負 債 248

再評価に係る繰延税金負債 825

退 職 給 付 引 当 金 1,392

資 産 除 去 債 務 73

そ の 他 9

負 債 合 計 31,504

純 資 産 の 部
株 主 資 本 8,863

資 本 金 1,200

資 本 剰 余 金 672

資 本 準 備 金 416

そ の 他 資 本 剰 余 金 255

利 益 剰 余 金 9,008

そ の 他 利 益 剰 余 金 9,008

繰 越 利 益 剰 余 金 9,008

自 己 株 式 △2,018

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,768

その他有価証券評価差額金 207

土 地 再 評 価 差 額 金 1,561

純 資 産 合 計 10,631

資 産 合 計 42,136 負 債 ・ 純 資 産 合 計 42,136

貸　借　対　照　表
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損益計算書

( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

科 目 金 額

百万円

売 上 高 44,108

売 上 原 価 41,377

売 上 総 利 益 2,730

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,330

営 業 利 益 1,399

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 42

受 取 賃 貸 料 19

投 資 有 価 証 券 売 却 益 18

そ の 他 7 87

営 業 外 費 用

支 払 利 息 81

支 払 保 証 料 121

為 替 差 損 81

資 金 調 達 費 用 19

そ の 他 18 322

経 常 利 益 1,164

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14

減 損 損 失 18 33

税 引 前 当 期 純 利 益 1,131

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 108

法 人 税 等 調 整 額 10 119

当 期 純 利 益 1,012

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

取 締 役 会 御 中

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 井 理 晃

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 東 浦 隆 晴

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2025年５月12日

内海造船株式会社

有限責任 あずさ監査法人
　大阪事務所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、内海造船株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、内海造船株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手

するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

取 締 役 会 御 中

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 井 理 晃

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 東 浦 隆 晴

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2025年５月12日

内海造船株式会社

有限責任 あずさ監査法人
　大阪事務所

　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、内海造船株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日

までの第100期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに

その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計

算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう

な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告

－ 27 －
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第100期事業年度における取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従
い、電話回線またはインターネット等を経由した手段を活用しながら、取締役、内部監査室
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人か
ら当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任 あずさ監査法人と協議を行
うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。

監査役会の監査報告

－ 29 －
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監査役会の監査報告

２．監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報

告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 田 坂 光 宏 ㊞

　　監査役 越 智 　 宗 ㊞

社外監査役 田 中 博 志 ㊞

社外監査役 松 野 文 則 ㊞

2025年５月12日

内海造船株式会社　監査役会

－ 30 －
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、配当の実施を経営の最重要課題の一つと考え、安定的な利益を確保することにより、

内部留保との調和を図りながら、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針といたし

ております。

　このような方針のもと、第100期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環

境等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は67,791,520円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日といたしたいと存じます。

－ 31 －



2025/05/28 13:20:09 / 24182512_内海造船株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１

再任

てら

寺
 

　
お

尾
 

　
ひろ

弘
 

　
し

志
(1958年８月７日生)

1983年４月 日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）入社

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社

2013年１月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

2014年１月 ブラジル アトランティコスル造船所

2015年４月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社復籍

商船事業部 有明事業所 品質保証部長

2018年１月 当社執行役員

2019年６月 当社取締役

新造船事業本部長 兼 瀬戸田工場長

2020年12月 当社新造船事業本部長 兼 調達部長

兼 知財プロジェクト対策室 担当役員

2021年４月 当社常務執行役員

2024年１月 当社新造船事業本部長

兼 知財プロジェクト対策室 担当役員

兼 知財プロジェクト対策室長

2024年６月 当社代表取締役 取締役社長（現在）

500株

【取締役候補者とした理由】

寺尾弘志氏は、2024年６月に当社代表取締役 取締役社長に就任して以来、取締役会での経営の重要

事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしております。企業経営者としての豊富な経験

とともに人格、見識ともに優れており、今後も経営の指揮を執り、持続的な成長及び企業価値の向

上を目指すにあたり、最適な人材と判断し、引き続き取締役候補者としております。

第２号議案　取締役７名選任の件

　取締役８名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行える

よう１名減員し、社外取締役３名を含む取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

２

再任

おか

岡
 

　
の

野
 

　
しゅう

修
 

　
かく

覚
(1956年５月27日生)

1980年４月 日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）入社

1993年９月 日立造船シンガポール

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社

艦船・特機事業本部 因島工場 工作部長

2008年10月 同社艦船・特機事業本部

舞鶴事業所 艦船修理部長

2013年１月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

艦船事業本部 因島工場 艦船修理部長

2015年４月 同社艦船事業本部 因島工場長

2020年４月 当社執行役員

2020年６月 当社取締役（現在）

当社修繕船事業部長（現在）

2021年４月 当社常務執行役員（現在）

200株

【取締役候補者とした理由】

岡野修覚氏は、修繕船事業部門における豊富な経験・実績を有し、2020年６月から当社の取締役を

務めております。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任

であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

３

再任

やな

柳　
せ

瀬
 

　
じゅん

純
 

　
いち

一
(1957年６月21日生)

1981年４月 日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）入社

1988年２月 日立造船シンガポール

2001年７月 日立造船ヨーロッパ

2002年10月 ユニバーサル造船ヨーロッパ

2012年１月 ユニバーサル造船株式会社

商船･海洋事業本部 商船･海洋営業部長

2013年１月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

商船事業本部 第一営業部長

2018年４月 同社常務執行役員 営業本部長

2022年４月 同社海洋エンジニアリング事業部長

2023年４月 当社執行役員

当社営業本部長（現在）

2023年６月 当社取締役（現在）

当社常務執行役員（現在）

300株

【取締役候補者とした理由】

柳瀬純一氏は、営業部門に関する豊富な経験・実績を有し、2023年６月から当社の取締役を務めて

おります。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任である

と判断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

４

再任

おか

岡
 

　
の

野
 

　
ゆき

行
 

　
たか

孝
(1960年８月６日生)

1990年11月 当社入社

2010年６月 当社新造船事業本部設計本部船殻設計部長

2019年８月 当社新造船事業本部設計本部設計統括部長

2021年４月 当社執行役員

当社新造船事業本部副事業本部長（設計担当）

2021年６月 当社取締役（現在）

2023年６月 当社常務執行役員（現在）

2024年６月 当社新造船事業本部長

2024年８月 当社新造船事業本部長

兼 知財管理室担当役員

兼 知財管理室長（現在）

500株

【取締役候補者とした理由】

岡野行孝氏は、設計部門に関する豊富な経験・実績を有し、2021年６月から当社の取締役を務めて

おります。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任である

と判断し、引き続き取締役候補者としております。

５

再任 社外

みや

宮
 

　
ざき

崎
 

　
 

　
 

　
ひろし

寛
(1963年１月６日生)

1986年４月 日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）入社

2014年４月 同社環境･エネルギー･プラント

本部業務部長

2015年４月 同社環境事業本部業務部長

2016年７月 同社理事

2018年４月 同社企画管理本部経営企画部長

2018年６月 当社社外取締役（現在）

2019年４月 日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）

企画管理本部経営企画部長

2021年４月 同社執行役員

2025年４月 同社常務執行役員（現在）

同社企画管理本部長（現在）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

宮崎寛氏は、カナデビア株式会社（旧日立造船株式会社）における豊富な経験と経営全般に関する
高い知見を有しており、引き続き当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をい
ただくことを期待し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は、社外役員となること以外
の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務
を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏の社外取締役としての在任期間は、
本総会終結の時をもって７年となります。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

６

再任 社外 独立

もし

若
 

　
の

野
 

　
こう

晃
 

　
いち

一
(1947年１月１日生)

1971年４月 日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）入社

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社

因島事業所 所長

2006年６月 同社執行役員 舞鶴事業所 事業所長

2008年６月 同社取締役執行役員

2009年４月 同社取締役専務執行役員

艦船・特機事業本部長

2011年４月 同社顧問

2013年１月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社顧問

2013年３月 同社顧問退任

2014年６月 当社社外取締役（現在）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

若野晃一氏は、造船業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しており、引き続き当該知
識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社
外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、独立社外取締役として当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、
同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。

７

再任 社外 独立

かめ

亀
 

　
さき

﨑
 

　
かず

一
 

　
ひこ

彦
(1951年９月４日生)

1976年４月 日本鋼管株式会社

（現JFEエンジニアリング株式会社）入社

2001年４月 同社技術開発本部エンジニアリング

研究所副所長

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社

技術研究所副所長

2005年７月 同社艦船･特機事業本部 艦船開発部長

2010年４月 同社常務執行役員

艦船・特機事業本部副本部長

2013年１月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

常務執行役員 津事業所長

2014年６月 同社常勤監査役

2017年６月 同社顧問

2018年６月 同社顧問退任

2019年６月 当社社外取締役（現在）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

亀﨑一彦氏は、造船業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しており、引き続き当該知
識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社
外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、独立社外取締役として当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、
同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
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（注）１. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

２. 宮崎寛氏、若野晃一氏ならびに亀﨑一彦氏は、社外取締役候補者であります。

３. 宮崎寛氏は、現在及び過去10年間において取引先であるカナデビア株式会社（旧日立造船株式会社）

の業務執行者であり、同社は当社の特定関係事業者に該当します。

４. 当社は若野晃一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された

場合は、引き続き独立役員となる予定であります。同氏は取引先であるカナデビア株式会社（旧日立

造船株式会社）に2002年９月末まで在籍しておりましたが、転籍後、すでに10年以上が経過しており

ます。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年３月末まで在籍し

ておりましたが、同社との取引実績は当社の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引先

には該当せず、かつ当社経営の意思決定に与える影響は全くない状況であるため、同氏が一般株主と

利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、同氏は当社が定める独立社外取締役の独立

判断基準を満たしております。

５. 当社は亀﨑一彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された

場合は、引き続き独立役員となる予定であります。同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッ

ド株式会社に2018年６月末まで在籍しておりましたが、同社との取引実績は当社の当期連結売上高の

１％未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、かつ当社経営の意思決定に与える影響は全くな

い状況であるため、同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、同氏

は当社が定める独立社外取締役の独立判断基準を満たしております。

６. 当社は、宮崎寛氏、若野晃一氏ならびに亀﨑一彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令で定める最低責任限度額を限度とする責任限定

契約を締結しており、それぞれ再任された場合は、３名との間で当該契約を継続する予定でありま

す。

７. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結

しており、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって

塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険

者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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氏 名

取締役候補者に特にスキルの発揮を期待する分野

企 業 経 営
営 業
マーケティング

技術・開発

調 達
財務・会計 人 材 開 発

コ ン プ ラ イ ア ン ス

リスク管理
グローバル

寺 尾 弘 志 ● ● ● ● ●

岡 野 修 覚 ● ● ● ● ●

柳 瀬 純 一 ● ● ● ● ●

岡 野 行 孝 ● ● ● ● ●

宮 崎 　 寛 ● ● ●

若 野 晃 一 ● ● ●

亀 﨑 一 彦 ● ● ●

（ご参考）第２号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の構成及び各役員に期待される

専門性は、以下のとおりとなります。

（注）上記スキルマトリックスは各人の全ての専門性を表すものではなく、特に期待される項目を記載しております。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１

再任

お

越　
ち

智　　　
むねと

宗
(1950年３月８日生)

1972年４月 瀬戸田造船株式会社

（現内海造船株式会社）入社

2008年４月 当社管理本部経理部副部長

2010年６月 当社管理本部経理部長

2015年４月 当社管理本部経理部長付

2017年６月 当社監査役（現在）

500株

【監査役候補者とした理由】

越智宗氏は、2017年６月から当社の監査役を務めており、豊富な経験、実績、見識を有しておりま
す。その経験と監査役としての実績から、当社の監査役として最適な人材であると判断し、引き続
き監査役候補者としております。

２

新任 社外

たに

谷　
ぐち

口　
よし

好　
あき

朗
(1969年２月17日生)

1991年４月 株式会社広島銀行入行

2013年４月 同行下松支店長

2014年10月 同行総合企画部広報・地域貢献室長

2018年10月 同行高陽支店長

2020年４月 同行廿日市支店長

2022年４月 同行執行役員 呉支店長 兼 川原石支店長

2025年４月 同行常務執行役員 東部統括本部長（現在）

0株

【社外監査役候補者とした理由】

谷口好朗氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれ、豊富な経験、実績、見識を有しておりま
す。また、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役候補者
としております。

第３号議案　監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役のうち越智宗氏が任期満了となり、また田中博志氏が辞任され

ますので、新たに社外監査役１名を含む監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 谷口好朗氏は、社外監査役候補者であります。

３. 谷口好朗氏が選任された場合、当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、同氏との間で、同法第

423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令で定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を

締結する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結

しており、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって

塡補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険

者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 38 －
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地図

株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止とさせていただいております。何卒ご理解くださいます
ようお願い申しあげます。

株主総会の会場ご案内図

◎会　　場　広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の６

当社瀬戸田工場内ホール　電話　0845-27-2111（代）

◎会場付近図
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瀬戸田工場

Ｎ

＜お願い＞
●お車でお越しの方は、当社瀬戸田工場正門横の来客用駐車場をご利用願います。

●当日ご出席いただいた際にサポートが必要な株主様は、会場スタッフへお声がけ

ください。


